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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変位する荷重体のための定荷重支持装置であって、取付部（２）と、荷重支持部（３）
と、これら取付部（２）と荷重支持部（３）との間に配置されて取付部に対する荷重支持
部の荷重担持変位行程範囲（ｔｗ）に亘り予め定められた一定の支持力（Ｔ）を生じるば
ね機構（４）とを備え、該ばね機構（４）が、荷重を吸収するための緩衝ばね機構（５）
と、前記荷重担持変位行程範囲（ｔｗ）に亘り前記緩衝ばね機構（５）のばね荷重の変化
を補償するための補償機構（６）と、前記緩衝ばね機構（５）の初期ばね荷重を設定する
ためのプリセット装置（７）とを有し、
　前記補償機構（６）が前記荷重支持部（３）に結合されたカム部材を含み、前記緩衝ば
ね機構（５）が少なくとも一つの圧縮ばね（１４）を含み、該圧縮ばねが前記緩衝ばね機
構（５）から荷重支持部（３）へ力を伝達するために前記カム部材上の負荷点（１５）に
作用する負荷側端部を備え、
　前記カム部材が、前記圧縮ばね（１４）の長手軸並びに前記荷重担持変位行程範囲（ｔ
ｗ）の長手方向に対してそれぞれ直角な向きの揺動軸心（ｓ）周りに揺動可能に前記取付
部（２）に装着されており、
　前記緩衝ばね機構（５）に予じめ設定された初期ばね荷重（Ｖ）の変化に基づく支持力
（Ｔ）の偏りを前記荷重担持変位行程範囲（ｔｗ）に亘り補正する補正機構（１３）を備
えている定荷重支持装置において、
　前記補正機構（１３）が、前記カム部材に組み込まれた、前記負荷点（１５）の端部の



(2) JP 5415958 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

ための案内機構（２５）を備え、
　前記負荷点（１５）が、前記揺動軸心（ｓ）から間隔をもって前記案内機構（２５）内
で移動可能且つ固定可能に案内されるようにカム部材に支承されており、
　前記負荷点と揺動軸心との間隔に亘って圧縮ばね側へ作用する力のモーメントの腕が形
成され、該腕の方向および長さは、前記負荷点の前記案内機構中での変位によって調整可
能であることを特徴とする定荷重支持装置。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの圧縮ばね（１４）が前記取付部（２）上の力点に支持された取付
側端部を備え、前記緩衝ばね機構に予じめ設定された初期ばね荷重（Ｖ）の変化に基づく
支持力（Ｔ）の偏りを前記荷重担持変位行程範囲（ｔｗ）に亘って補正するために前記負
荷点（１５）又は前記力点或いはそれら両者が前記カム部材に対して予め定められた補正
行程範囲に亘り前記圧縮ばね（１４）の軸心（ｆ）と直交する方向成分を伴って前記支持
力（Ｔ）と同一又は平行な面内で相対移動可能とされていると共に特定の補正位置に固定
可能とされていることを特徴とする請求項１に記載の定荷重支持装置。
【請求項３】
　補正機構（１３）が一つ以上の圧縮ばね（１４）の前記力点側の端部のための案内機構
を備えたことを特徴とする請求項２に記載の定荷重支持装置。
【請求項４】
　案内機構（２５）中における調整のために前記負荷点（１５）が案内行程（ｆｗ）上を
圧縮ばね（１４）の長手軸に沿った方向成分と圧縮ばね（１４）の長手軸と直交する方向
成分を伴って支持力（Ｔ）と同一面内で移動可能とされていると共に案内機構（２５）内
で前記カム部材に対して補正後の位置に摩擦又は係合により固定可能とされていることを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項５】
　緩衝ばね機構（５）が二つの圧縮ばね（１４）による対構造を備え、これらの圧縮ばね
が前記支持力（Ｔ）に対して対称的に互いに向かい
合わせに配置され、各圧縮ばねの負荷側端部がそれぞれに割り当てられたカム部材上の負
荷点（１５）に作用するように構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項６】
　各圧縮ばね（１４）が初期状態において共通のばね軸心（ｆ）上に位置しているか又は
相対的に傾いていることを特徴とする請求項５に記載の定荷重支持装置。
【請求項７】
　各圧縮ばね（１４）が初期状態において支持力（Ｔ）と逆向きの方向成分で互いに収束
するように配置されていることを特徴とする請求項６に記載の定荷重支持装置。
【請求項８】
　前記カム部材が前記取付部（２）に揺動可能に装着された少なくとも一つのカムレバー
（１６）を備え、該カムレバーはその長手方向に沿った一方の側面に第１側面を有すると
共に該第１側面の反対側に第２側面を有し、前記圧縮ばね（１４）の負荷側端部が該負荷
側端部に対面する前記第１側面の一部の領域又は該第１側面上に回動可能に装着又は支承
され、前記第２側面がカム側面として構成されていると共に該カム側面に前記荷重支持部
（３）が相対摺動又は相対回動可能に支承されていることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項９】
　前記荷重支持部（３）が前記緩衝ばね機構のばね軸心（ｆ）と前記支持力の向き（ｔ）
とに対して共に直交する回転軸心（ｄ）を有する荷重ローラ（１９）を備え、前記カム側
面（１８）が前記回動軸心（ｄ）と直交する面内で荷重ローラ（１９）を支承しているこ
とを特徴とする請求項８に記載の定荷重支持装置。
【請求項１０】
　前記カム側面（１８）の一部分又は一部の領域に前記荷重支持部（３）が支承され、こ
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の荷重支持部を支承したカム側面上の一部分又は一部の領域は荷重支持部（３）が前記荷
重担持変位行程範囲（ｔｗ）に亘って移動するにつれて該荷重担持変位行程範囲（ｔｗ）
に亘って大きさの変化する支持力（Ｔ）の方向に向かって変位されるように構成されてい
ることを特徴とする請求項８又は９に記載の定荷重支持装置。
【請求項１１】
　前記カム部材がカム側面を有する板状部品からなり、該カム部材が前記取付部（２）に
設けられたスイベル軸受によって前記カム側面及び前記圧縮ばね（１４）の長手軸並びに
前記荷重担持変位行程範囲（ｔｗ）の長手方向に対してそれぞれ直角な向きの揺動軸心（
ｓ）を中心として揺動可能に前記取付部（２）に装着され、前記補正機構が前記圧縮ばね
の前記負荷点側又は力点側或いはそれら両側のための案内機構（２５）を備えると共に該
案内機構が前記スイベル軸受から離れた位置で前記カム部材に組み込まれていることを特
徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項１２】
　前記案内機構（２５）が前記圧縮ばねの負荷点（１５）を収容して該負荷点の移動を予
め定められた方向へ案内するスロット（２６）を有することを特徴とする請求項１１に記
載の定荷重支持装置。
【請求項１３】
　前記スロット（２６）が長手方向に直線的に延在する細幅スロットであることを特徴と
する請求項１２に記載の定荷重支持装置。
【請求項１４】
　前記スイベル軸受の軸心と前記圧縮ばねの負荷点とを結ぶ直線上の力の作用方向に対し
て前記スロット（２６）の長手軸心が０°より大きい補正角（μ）を成していることを特
徴とする請求項１３に記載の定荷重支持装置。
【請求項１５】
　前記圧縮ばね（１４）の力点が前記取付部（２）に対して揺動可能に装着されているこ
とを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項１６】
　初期状態において前記圧縮ばね（１４）の負荷点（１５）が前記スロット（２６）の長
手延在方向における中間点に位置していることを特徴とする請求項１２～１５のいずれか
１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項１７】
　前記圧縮ばねの負荷点（１５）が前記案内機構（２５）内でリテーナー部材（３４）に
より前記カム部材に支承されていることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記
載の定荷重支持装置。
【請求項１８】
　前記カム部材が一つの圧縮ばね（１４）に対して二つのカムレバー（１６）を備え、こ
れらカムレバーが前記圧縮ばねの負荷点（１５）を案内するためのスロット（２６）をそ
れぞれ有し、両カムレバーは前記取付部（２）上で互いに間隔を開けた並列配置で前記支
持力（Ｔ）に作用するように整列されていると共に、前記圧縮ばねのばね軸心（ｆ）と直
角な揺動軸心を中心として揺動可能に共通のスイベル軸受（１７）によって支持されてい
ることを特徴とする請求項１２～１７のいずれか１項に記載の定荷重支持装置。
【請求項１９】
　圧縮ばね（１４）が円柱状の第１横断部材（２８）の胴部に支承され、該横断部材の両
端部のガイド端（２９）が前記各カムレバー（１６）の案内機構（２５）のスロット内に
それぞれスライド可能に装着されていることを特徴とする請求項１８に記載の定荷重支持
装置。
【請求項２０】
　前記ガイド端（２９）が両側面から平坦に面取りされて各片側の肩部（３０）と互いに
平行な両ガイド側面（３１）を形成し、各ガイド端（２９）が前記案内機構（２５）の各
スロットの両内側面により相対的に回転不能且つスライド可能に支承されていることを特
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徴とする請求項１９に記載の定荷重支持装置。
【請求項２１】
　第１横断軸部材（２８）を支持するためのブロック状の第２横断部材（４２）を備え、
該第２横断部材は両端部において各カムレバーに結合されて前記スロット（２６）の長手
軸（ｌ）の一端部で前記第１横断部材と間隔を開けて平行に配置され、この第２横断部材
（４２）の長手方向の中間部に軸回転可能に装着されたスピンドル（４３）を介して前記
第１横断部材（２８）が前記第２横断部材（４２）に結合され、前記スピンドル（４３）
の軸回転操作により前記第１横断部材が前記スロット（２６）内でスロット長手方向に変
位可能であることを特徴とする請求項１９又は２０に記載の定荷重支持装置。
【請求項２２】
　前記第２横断部材（４２）は装着状態で前記第１横断部材（２８）の下方に位置し、前
記スピンドル（４３）の調整操作端（４７）が前記第２横断部材（４２）を貫通して下面
側に露呈し、前記調整操作端（４７）にはスピンドル（４３）の回動のためのねじ頭部が
設けられていることを特徴とする請求項２１に記載の定荷重支持装置。
【請求項２３】
　プリセット装置（７）が前記初期ばね荷重（Ｖ）を設定するための調整機構（３５）を
備えていることを特徴とする請求項１～２２のいずれか１項に記載の定荷重支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変位する荷重体、特に配管類のためのコンスタントサポートとも呼ばれる定
荷重支持装置に関し、形式としては、定荷重支持装置自体を支持基礎構造体に固定するた
めの構造部分を構成する取付部と、支持すべき荷重体から定荷重支持装置に加えられる力
を受け止めるための構造部分を構成する荷重支持部と、これら取付部と荷重支持部との間
に配置されて取付部に対する荷重支持部の荷重担持変位行程範囲に亘り予め定められた一
定の支持力を生じるばね機構とを備え、該ばね機構が荷重を吸収するための緩衝ばね機構
と、前記荷重担持変位行程範囲に亘り前記緩衝ばね機構のばね力の変化を補償するための
補償機構と、前記緩衝ばね機構の初期ばね荷重を設定するためのプリセット装置とを有す
るばね式の定荷重支持装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　定荷重支持装置は、例えば荷重体を一定の引張支持力で懸吊支持するコンスタントハン
ガーや、或いは一定の圧縮支持力で支承するコンスタント支承として構成される。冒頭に
記載した形式の定荷重支持装置の例は特許文献１又は２に記載されており、またコンスタ
ントハンガーの例は特許文献３と４に記載されている。いずれの例においても、補償機構
は補助的な緩衝ばね機構又はカム部材或いはこれら両者の形態で設けられており、これに
より、主ばねが理論的にリニアなばね力及びばね変位から偏ることを補助的な緩衝ばね機
構やカム部材によって付加的な力を与えることで補償可能としている。この場合、一般に
は主緩衝ばね機構は製作工場で特定の初期ばね荷重、即ち荷重支持部に支持力として作用
する特定の初期ばね荷重に設定されている。
　例えば特許文献５には、カムディスクとして構成されたカム部材を有する補償機構を備
えた定荷重支持装置が記載されており、この場合、荷重体に繋がれた荷重担持ケーブルが
該カムディスクの外周上を荷重担持変位行程範囲に亘って走行するようになっている。カ
ムディスクは円形板と相対回転不能に結合されており、この円形板に対して荷重担持ケー
ブルが緩衝ばね機構によって生じる張力を伝達するように作用する。この定荷重支持装置
でも支持対象の荷重体に適合する或る特定の調整ポジションが予め想定され、それに対し
て適合する仕様にカムディスクが設計される。緩衝ばね機構の初期ばね荷重を変更するに
は、当然のことながらカムディスクの調整ポジションも変化させなければならない。装置
に装備されている調整機構により、カムディスクと円形板との相対位置を回動により変更
して調整ポジションを合わせるが、この調整操作は極めて煩雑で不便である。しかも、こ
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の調整には、緩衝ばね機構に設定された初期ばね荷重が変化したときに緩衝ばね機構のば
ね特性全体も同時に影響を受けることが全く考慮されていない。その理由は、初期ばね荷
重が変化した場合の理論的に直線的なばね力対ばね変位行程プロフィルからの変化は、既
に設定された初期ばね荷重、即ち、カムディスクの輪郭形状を適合させた初期ばね荷重か
ら高低いずれかの荷重側に外れた範囲へ向かうので、補償機構の設定にもかかわらず、所
要の定荷重支持力の荷重担持変位行程プロフィルが更に変化してしまうからである。
　また、特許文献６には、螺旋圧縮ばねを有する主緩衝ばね機構と、この主緩衝ばね機構
のばね力が理論的にリニアなばね力及びばね変位の行程プロフィルから偏りを生じたとき
に係る偏りを補償するための板ばねを有する補助緩衝ばね機構とを備えたコンスタントハ
ンガー構造の定荷重支持装置が開示されているが、これら主緩衝ばね機構と補助緩衝ばね
機構の初期ばね荷重は個別に設定する必要がある。
　更に、特許文献７には、螺旋圧縮ばねを有する緩衝ばね機構と、パワーレバーアーム及
びワークレバーアームを有するレバー機構とを備えたレバーアーム式支持装置として構成
された定荷重支持装置が開示されているが、この場合のレバー機構は、装着された荷重体
に作用するトルクを最小にするためのものであるにすぎない。
　このように、緩衝ばね機構に設定された初期ばね荷重が変更されてしまうと、その影響
が同時に定荷重支持装置の全体的なばね特性に及ぶことになる。補償機構があるとは言え
ども、主緩衝ばね機構に製作工場で設定された特定の初期ばね荷重が変化すると、所要の
定荷重支持力及びその荷重担持変位行程プロフィルからの偏りを生じ、これは係る所要の
定荷重支持力及びその荷重担持変位行程プロフィル内の僅か数％という支持力最大許容偏
差の要求をもはや満たすものとはならなくなる。その結果、例えば別の幾何学的形状のカ
ム部材又は改造した補助的緩衝ばね機構或いはそれら両者を定荷重支持装置に組み込む必
要が生じるが、これは煩雑な作業手順を要し、訓練された機械工を派遣しても設置現場で
は困難な作業となるのが普通である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００５０４５７３６号明細書
【特許文献２】国際公開第２００７／０３３６６１号パンフレット
【特許文献３】西独国実用新案出願公開第８８０６４３３号明細書
【特許文献４】仏国特許出願公開第２２８６３３０号明細書
【特許文献５】米国特許第２９２４４１１号明細書
【特許文献６】独国特許出願公開第１０１０４６６１号明細書
【特許文献７】仏国特許出願公開第２０００３０５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って本発明の目的は、冒頭に記載した形式の定荷重支持装置において、緩衝ばね機構
に設定された初期ばね荷重を本来の設定ばね荷重から変化させる際に、この初期ばね荷重
の変化の結果として本来の設定ばね荷重の範囲内で荷重担持行程全域に亘って生じる理論
的にリニアなばね力及びばね変位行程プロフィルからの偏りを、部品交換の必要無しに補
償することが可能な補正機能を補償機構に持たせ、初期ばね荷重の変更に対して定荷重支
持装置の緩衝ばね機構を煩雑ではない作業手順で容易に適合可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、本発明によれば、請求項１の特徴部分に記載の技術的要件によって解決さ
れる。従って、本発明による定荷重支持装置では、補償機構の構成部品を交換する必要な
しに、補正機構により緩衝ばね機構の初期ばね荷重の変化に起因する所要の定荷重支持力
及び荷重担持変位行程の偏りを補正することができ、例えば、実際に使用しようとする定
荷重支持装置の初期ばね力を設置現場で補正機構によってセットすることにより、予測或
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いは計算された条件から逸脱する実際の負荷条件を満たすように調整することが可能であ
る。
【０００６】
　補正機構は、好ましくは定荷重支持装置に組み込まれる。補正機構はハウジングの内部
に配置可能である。これにより、本来の狙いに適うコンパクトな構造を維持することがで
きる。補正機構は、緩衝ばね機構に直接作用するように構成することができる。このため
に、例えば補正ばね要素からなる起動機構を設けてもよいが、その場合は補正機構が複雑
化する。従って、補正機構は、ばねの配置を変化させる形式で緩衝ばね機構に直接作用又
は影響を与えるように設けておくことが好ましい。このばね配置の変化は、好ましくは緩
衝ばね機構の一つ以上の圧縮ばねの空間的配置の向きを変えるものとし、それにより、荷
重支持部の荷重担持変位行程に亘って伝達されるべきばね力又は支持力の変化を初期ばね
荷重の変化に応じて補正できるようにするとよい。
【０００７】
　補正機構は、プリセット装置に好ましくは直接に連結されていると有利である。これは
、初期ばね荷重の設定と補正機構による補正が一挙に可能となることを意味する。初期ば
ね荷重が変化したときの補正は、補正機構を介して自動的に行われるようにしておくこと
が好ましい。
【０００８】
　本発明による定荷重支持装置の一実施形態において、補償機構は荷重支持部に結合され
たカム部材を含んでいてもよい。この場合、緩衝ばね機構は少なくとも一つの圧縮ばねを
含み、該圧縮ばねの一端部が前記取付部上の力点に支持された取付側端部とされ、該圧縮
ばねの他端部が前記緩衝ばね機構から荷重支持部へ力を伝達するために前記カム部材上の
負荷点に作用する負荷側端部とされる。緩衝ばね機構に予じめ設定された初期ばね荷重の
変化に基づく支持力の偏りを前記荷重担持変位行程範囲に亘って補正するために前記カム
部材上の負荷点又は前記取付部上の前記力点或いはそれら両者が前記カム部材に対して予
め定められた補正行程範囲に亘り前記圧縮ばねの軸心と直交する方向成分を伴って前記支
持力と同一又は平行な面内で相対移動可能とされ、且つ調整後の特定の補正位置に固定可
能とされる。この場合、相対移動は前記カム部材又は取付部或いはそれら両者に対して行
われるようにすることが好ましい。前記負荷点又は前記力点は便宜的に所望の補正位置に
固定されるように構成することができる。これは、例えば前記負荷点や前記力点の変位を
阻止、即ち固定するか、これらの点を対向部材で支承するかして果たすことができる。補
正機構による補正は緩衝ばね機構と付加的に配置される別の補助的な緩衝ばね機構の一つ
以上の圧縮ばねに対して行うようにしてもよい。
【０００９】
　緩衝ばね機構は圧縮ばね機構として構成することが好ましい。初期ばね荷重のプリセッ
トは、後述するように、或いは特許文献１及び２に詳述されているように、圧縮ばねの一
端部でばねの撓みをばね軸心方向に圧縮又は弛緩することにより行えばよい。従って、特
許文献１及び２における初期ばね荷重のプリセットに関する記載内容は本発明の詳細な説
明に組み入れることができる。上述のように、圧縮ばねの初期撓み量が変わると、支持力
と荷重担持変位行程の全域に亘るばね特性が同時に変化する。本発明によれば、これとは
別に負荷点を圧縮ばねのばね軸心と交差する方向へ変位させて補正するので、その結果と
して支持力へ影響を与える力の幾何学的形態を変化させることができ、従って初期ばね荷
重が変化しても荷重担持変位行程全域に亘り支持力を僅か数％の微小誤差範囲内で一定に
維持することを保証することが可能となる。
【００１０】
　特許文献１及び２或いは欧州特許出願公開第０３０６７８６号明細書に記載されている
のと同様に、圧縮ばねの負荷側端部は、例えばロールベアリングやスライドベアリングに
よりカム部材と相対移動可能に連結されてカム部材のカム側面を介して伝達される荷重支
持部の荷重担持変位行程に亘りカム部材上と相対移動する負荷点を形成し、しかもカム部
材に対して枢動可能な軸受で連結されている。本発明による補正機構により、負荷点の位
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置変位をカム部材に対する相対移動の全ての位置で圧縮ばねに作用させることができる。
従って、負荷点をその初期セット位置の前後で任意に位置補正することが可能である。
【００１１】
　補正機構は、一つ以上の圧縮ばねの前記負荷点側又は力点側或いはそれら両側の端部の
ための案内機構を備えていることが好ましい。この場合、案内機構中における調整のため
に前記負荷点又は力点は案内行程に沿って少なくとも圧縮ばねの長手軸と直交する方向成
分を伴って支持力と同一面内で移動可能とされていることが好ましい。これら負荷点又は
力点は、支持力の方向に対して正逆両方向に移動可能であることが好ましい。これにより
、それ自身で対応する圧縮ばねの初期ばね荷重の変化を補正することが可能となる。以上
に加えて、負荷点又は力点は、圧縮ばねの長手軸に沿った方向成分を伴って支持力と同一
面内で移動可能とすることが好ましく、これにより圧縮ばねの初期ばね荷重の変化に対す
る補正範囲を拡げることができる。負荷点と力点は、案内機構内で前記カム部材に対して
補正後の位置に摩擦又は係合により便宜的に固定可能とされる。このように、補正機構は
、圧縮ばねの傾動の大きさと方向、従って圧縮ばねからカム部材又は補償機構へ伝達され
る力を変化させることにより、負荷の変化に起因する支持力の偏りを荷重担持変位行程範
囲に亘って補正することが可能である。
【００１２】
　個々の緩衝ばね機構は、単一の圧縮ばねによるものに限定されず、二つ以上の圧縮ばね
を備えていてもよい。これらの圧縮ばねは共通の一つの負荷点に作用して或る一つの負荷
点に対する組み合わせばねを構成する。従って、負荷点に対して個々の圧縮ばねのばね荷
重をベクトル的に加算した合成ばね荷重を作用させ、大きなばね荷重が要求される場合に
も定荷重支持装置の寸法を比較的小形に維持することができる。この場合、個々の圧縮ば
ねのばね軸心が互いに平行となるようにすることが好ましい。個々の圧縮ばね同士を同心
配置することも可能である。また互いに平行に配置された複数の圧縮ばねの少なくとも一
つ又は全てを、更に複数の同心配置された圧縮ばねで構成することも可能である。この目
的で、例えば相互に同心配置された二つの圧縮ばねや、相互に隣り合って並行配置された
二つの圧縮ばね等を設けてもよい。
【００１３】
　緩衝ばね機構は、二つのばね、特に二つの圧縮ばねによる対構造を備えていることが好
ましい。これらの圧縮ばねは前記支持力に対して対称的に互いに向かい合わせに配置され
る。この場合、各圧縮ばねのばね軸心は、特に補正機構による補正前の初期状態において
は相互に傾斜していてもよく、相互間に１８０°未満又は１８０°を超える角度を成して
いてもよい。初期状態において、これら圧縮ばねは、支持力の向きと逆向き又は同じ向き
の方向成分で互いに収束するように配置することができる。但し、これら両方の圧縮ばね
は、初期状態において共通の一つのばね軸心上に配置されていることが好ましい。これに
より、各圧縮ばねの負荷側端部がそれぞれに割り当てられたカム部材上の負荷点に常に同
一レベルで作用するようになる。その結果、特にこの点について特許文献１及び２に強調
されているように、或る特定部分が支持力の方向に作用するカム部材に対して比較的大き
な力を伝達可能な力学的に対称的な対構造の緩衝ばね機構を構成することができる。力学
的に対称性を維持した対構造の緩衝ばね機構とすることにより、定荷重支持装置の全体構
造も鏡像関係の対称性をもつことになり、この場合の鏡像対称面は、支持力の方向に延在
して両圧縮ばねのばね軸と平行な平面に対して直交する平面である。従って、両圧縮ばね
の初期状態は、装置の製作工場においてカム部材を特定のプリセット初期ばね荷重に合わ
せることのできる状態に対応させることが可能である。この場合、後述するように、補正
機構は負荷点がカム部材に対してシフトしたときにプリセット初期ばね荷重の変化を正確
に補正するように調整するだけでよい。
【００１４】
　前述のように、ばね負荷の変化が現れた場合のばね力の誤差を補償するための緩衝ばね
機構として補助的な緩衝ばね機構を付加的に設けることができる。この場合、補助的な緩
衝ばね機構と本来の緩衝ばね機構（従来技術では一般に主緩衝ばね機構と呼ばれる）は、
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互いに水平に平行配置される。各緩衝ばね機構には、それぞれ一対の圧縮ばねが設けられ
る。
【００１５】
　初期状態において、これら各対の二つの圧縮ばねは好ましくは共通の一つのばね軸心上
に位置し、両圧縮ばねの間に、補償機構、即ち各圧縮ばねに割り当てられたカム部材又は
カムレバーが配置される。従って、各圧縮ばねは、初期状態において互いに割り当てられ
たカム部材に作用可能である。各カム部材は、それぞれに割り当てられた圧縮ばねのため
のカム側面を有し、これらのカム側面は、共通の一つのカム部材又は個々の圧縮ばね毎に
割り当てられた個別のカム部材又はカムレバー上に配置可能である。特にカムレバーにつ
いて、特許文献１には力の対称性が詳述されており、本発明の説明においてもその圧縮ば
ねの配置とカム部材から荷重支持部への力の伝達並びにカムレバーとして構成されたカム
部材の配置構成は同様である。
【００１６】
　特許文献１には別の圧縮ばねの配置例も述べられており、そこでは主緩衝ばね機構と平
行な補助的緩衝ばね機構がカム部材を介して荷重ローラ部材に作用するようになっている
。この場合、補助的緩衝ばね機構や主緩衝ばね機構の負荷点や力点は案内機構でスライド
するように配置可能である。
【００１７】
　本発明の好適な一実施形態によれば、カム部材は取付部に揺動可能にに装着された少な
くとも一つのカムレバーを備え、該カムレバーはその長手方向に沿った一方の側面に第１
側面を有すると共に該第１側面の反対側に第２側面を有している。前記圧縮ばねの負荷側
端部は該負荷側端部に対面する第１側面の一部の領域又は該第１側面上に回動可能に装着
又は支承されている。第２側面はカム側面として構成され、該カム側面に荷重支持部が相
対摺動又は相対回動可能に支承されている。従って取付部に対するカムレバーの揺動軸心
と第１側面側の圧縮ばね負荷側端部の回動支点、即ち負荷点、との間の間隔に亘り圧縮ば
ね側に作用する力のモーメントの腕が形成される。同様に、カムレバーの揺動軸心と第２
側面、即ちカム側面上における荷重支持部の摺動又は回動可能な支承部との間の間隔に亘
り荷重支持部側に作用する力のモーメントの腕が形成される。圧縮ばねの初期ばね荷重の
補正並びに変更はこれらモーメントの腕の方向や長さを好ましくは初期状態において変え
ることにより果たすことができる。各モーメントの腕の荷重支持部に対する方向並びにそ
れらの腕の長さは、案内機構中で負荷点の位置を変えることにより調整可能である。
【００１８】
　荷重支持部は、緩衝ばね機構のばね軸心と支持力の向きとに対して共に直交する回転軸
心を有する荷重ローラを備えていてもよい。この場合、カム部材のカム側面は荷重ローラ
の回動軸心（ｄ）と直交する面内で荷重ローラに支承されていることが好ましい。これに
より、荷重支持部側に作用する力のモーメントの腕が荷重ローラの転動により円滑に長さ
と向きを変えることになり、圧縮ばねの撓み範囲内におけるばね荷重の変化がカム側面の
カム曲線により補償されることになる。それぞれ個々にカム部材に作用する複数の圧縮ば
ねが設けられている場合、個々の圧縮ばねに適正なカム側面を有するカムレバーを割り当
てることが可能である。この場合、荷重支持部は個々に荷重ローラを介して各カムレバー
のカム側面に作用させることが可能である。これらの荷重ローラは、一本の荷重ローラ軸
として取付部に装着された一つの共通回動軸上に配置することができる。この場合、荷重
ローラ軸に装着したブッシュにより各荷重ローラをハウジング及び荷重ローラ相互間で独
立して回転自在とすることが好ましい。荷重支持部は、荷重担持変位行程の範囲を制限す
るガイドスリットを有する一対の荷重支持板を備えていることが好ましく、この場合、荷
重ローラ軸がこのガイドスリットを通過できるようにする。カム部材又はカムレバー、荷
重支持部、並びに荷重ローラの配置構成に関しては、特許文献２の記載内容を再度参照し
てここに引用する。
【００１９】
　荷重支持部はカム側面上の点で支承され、この支承点は荷重支持部が荷重担持変位行程
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に亘り移動するに伴って移動し、荷重担持変位行程に亘って変化する大きさの支持力の方
向に向かう。その結果、圧縮ばねから伝達されるばね荷重は、そのうちの或る力の方向成
分が常に支持力の方向で荷重支持部に伝わるように向きを変えられ、それにより所要の支
持力が常に生じるようになっている。
【００２０】
　本発明による好適な一実施形態に係る定荷重支持装置では、カム部材が比較的長い寸法
のカム側面を有する板状部品の形態に構成されている。このカム部材は、定荷重支持装置
の前記取付部に設けられたスイベル軸受によって前記カム側面及び前記圧縮ばねの長手軸
並びに前記荷重担持変位行程範囲の長手方向に対してそれぞれ直角な向きの揺動軸心を中
心として揺動可能に前記取付部に装着されている。この場合、補正機構は圧縮ばねの負荷
点又は力点のための案内機構を備え、この案内機構が前記スイベル軸受から離れた位置で
前記カム部材に組み込まれている。このようにして単純な構造が提供でき、この場合、案
内機構をカム部材に組み込んでいるので、案内機構を保持するための余分な部材は不要で
ある。
【００２１】
　前記案内機構は、圧縮ばねの負荷点を収容して該負荷点の移動を予め定められた方向へ
案内するスロットを有することが好ましい。このような形態の案内機構は、特に板状部品
からなるカム部材への組み込みが容易である。この場合、この案内スロットは、カム側面
と同様に、種々の要因のうちで荷重支持部の荷重担持変位行程に亘る圧縮ばねのばね荷重
の変化、並びに初期ばね荷重の変化で変わる緩衝ばね機構の特性に起因する力の偏りを補
償するように曲線状のスロットとすることも可能である。
【００２２】
　前記スロットは長手方向に直線的に延在する細幅スロットとすることもでき、これによ
り負荷点を案内機構中で直線的に案内することができる。この場合、細幅スロットの延在
方向と揺動カム部材の圧縮ばね側に作用するモーメントの腕との間、換言すれば前記スイ
ベル軸受の軸心と圧縮ばねの負荷点とを結ぶ直線上の力の作用方向と細幅スロットの長手
軸心との間に、０°よりも大きい補正角が形成されるようにすることが好ましい。細幅ス
ロットの向きは相応の付属機構によって調整可能である。この場合、カム部材のスロット
部分を例えばスロット長手軸心と直交する軸心回りに回動できる構造とし、この回動の或
る位置で例えばクランプでカム部材に固定できるようにすればよい。但し、このスロット
はカム部材に不動の形態で組み込んでおくことが好ましい。
【００２３】
　実際面で理想的又は最適な補正角は、種々の条件のうちで特に補償機構の幾何学的寸法
と緩衝ばね機構の特性に依存すると共に、初期状態における緩衝ばね機構のプリセット初
期ばね荷重に依存する。
【００２４】
　案内機構中で負荷点の移動を容易にするために、圧縮ばねの力点側端部を取付部に対し
て枢動可能に取り付けることが可能である。これにより負荷点を移動させる際に圧縮ばね
を枢動させることができる。但し、この枢動は比較的僅かな範囲に留めるべきである。使
用する圧縮ばねはコイルバネとすることが好ましく、特に定荷重支持装置をコンスタント
ハンガーとして実施する場合には螺旋状圧縮コイルバネとすることが好ましい。製造面で
の煩雑さを軽減するには、圧縮ばねの力点側端部を取付部に対して枢動可能に装着するの
ではなく、案内機構中で負荷点を取付部に対して移動させる際の補償動作を圧縮ばねの弾
性変形による傾動によって果たすればよい。
【００２５】
　初期状態において、圧縮ばねの負荷点は便宜的に案内スロットの長手方向の中間位置に
位置させておくことが好ましい。それにより、プリセットされた初期ばね荷重を案内スロ
ットの長手寸法で定まる最大有効補正範囲で増減補正することが可能となる。
【００２６】
　既に述べたように、負荷点は案内機構のスロット内でカム部材に対して補正後の位置に
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摩擦又は係合により固定可能とされている。また、負荷点は、付加的なリテーナー部材に
より案内機構中でカム部材に支承されていることが好ましい。リテーナー部材として、例
えば機械的手動操作又は電動操作で作動するリニアーアクチュエータを採用することがで
き、それにより案内機構中で負荷点を移動させて補正位置で移動をブロックするようにし
てもよい。
【００２７】
　対構成の圧縮ばねの各々に対して、個々の圧縮ばねの負荷点の移動をガイドするために
二枚ずつの案内スロット付きカムレバーを設けてもよい。両カムレバーは、記取付部上で
互いに前記支持力と直交する方向に間隔を開けた並列配置で整列され、圧縮ばねのばね軸
心と直角な揺動軸心を中心として揺動可能に共通のスイベル軸受によって支持される。こ
の場合、特許文献２に記載されているのと同様に、好ましくはブッシュの形態のスペーサ
要素を二枚のカムレバーの間のスイベル軸受ピンに嵌挿し、両カムレバー間に間隔を持た
せるとよい。
【００２８】
　この場合、各圧縮ばねの負荷側端部は両カムレバー間に配置した円柱状の第１横断部材
の胴部で支承し、該横断部材の両端のガイド端を両カムレバーの案内スロット内にそれぞ
れスライド可能に装着し、好ましくは少なくともいずれか一方のガイド端で第１横断部材
を案内スロットに対して相対回動不能とする。この目的で、一方のガイド端の円周面を両
側から平面に面取り切削加工して案内スロットの幅に収まる平行な両ガイド側面を持つ肩
部付きのガイド端とすることが好ましい。それにより、この平行な両ガイド側面を有する
肩部付きガイド端は対応する案内スロットの両内側面に沿ってスライド移動し、第１横断
部材を案内スロットに沿って相対回動不能に案内させることが可能となる。各ガイド端は
好ましくは案内スロットを貫通して頭部が案内スロットから突出するように構成される。
案内機構における案内行程の範囲を制限するために案内スロットの長手方向の両端部には
停止端が形成されている。各ガイド端はそれぞれの案内スロットの各停止端まで移動可能
である。第１横断部材の少なくとも一方のガイド端の端面には好ましくはスロット長手方
向におけるガイド端の中央位置に指標が設けられている。この指標は、例えば周囲と明ら
かに区別できる色調のカラーマークとすることができる。また、指標はガイド端の平行な
両側面と直交する向きのノッチ溝で形成してもよい。この場合、ノッチ溝の横断面形状は
丸味を持つ溝形状でもよい。要は溝ノッチの横断面形状は横断面で左右対称の中心線が形
成されるものであればよい。この意味でＶノッチによる指標は好適である。案内スロット
内におけるガイド端の位置を示す目盛をスロット近傍に沿ってカムレバーの表面に設ける
ことができる。この目盛は、好ましくは荷重目盛とし、力の単位、好ましくはキロニュー
トン（ｋＮ）又はポンド（ｌｂ）或いはそれら両方の目盛とする。案内スロット及びカム
レバー表面の指標と目盛を外部から視認できるように、定荷重支持装置のハウジングの案
内スロット部分に窓を設けておくとよい。
【００２９】
　第１横断軸部材を支持するために両カムレバーの間に更にブロック状の第２横断部材を
設けることも可能出る。この第２横断部材は両端部において各カムレバーに結合されて前
記スロットの長手軸心方向の一端部側で前記第１横断部材と間隔を開けて平行に配置され
る。第２横断部材は、その長手方向の中間部に軸回転可能に装着されたスピンドルを介し
て第１横断部材に結合され、このスピンドルは第１横断部材を貫通する部分で第１横断部
材の貫通孔内面に形成された雌ねじと螺合する送りネジを形成している。従って、スピン
ドルの軸回転操作により、案内スロット内でガイド端により相対回動不能且つスライド移
動可能に案内された第１横断部材を案内スロット長手方向に変位させることができる。ガ
イド端の平行な両ガイド側面を除いて、第１横断部材はほぼ円柱形状とすることが好まし
い。
【００３０】
　第２横断部材は、例えば実質的に矩形の横断面形状を有し、スピンドルは第１横断部材
側の面から第２横断部材に達して反対側の面まで回転自在に貫通し、第１横断部材側にお
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ける第２横断部材の面ではスピンドルがそれ以上第２横断部材内に進入しないようにロッ
クナットが第２横断部材に当接するようにスピンドルに装着されている。スピンドル、従
ってそれと送りネジ形式で螺合する第１横断部材は、圧縮ばねの負荷側端部によって第２
横断部材を支持するカム部材、即ちカムレバーに使用される。第２横断部材は、その両端
部で好ましくは若干ルーズな差し込み嵌合でカム部材に結合し、それによってリテーナー
部材を比較的容易に着脱できるようにしておくことが好ましい。
【００３１】
　第２横断部材は、装着状態で例えば第１横断部材の下方に位置させることができ、それ
によりスピンドルの調整操作端が第２横断部材を貫通して下面側に露呈するようにし、こ
の調整操作端にスピンドルの回動のためのねじ頭部を設けておくとよい。従って、例えば
コンスタントハンガーとして構成された定荷重支持装置の場合、組立後の設置姿勢では補
正機構、即ちスピンドルの調整操作端を例えばソケットレンチやアレンキーなどの適宜な
工具で下方から容易に操作することが可能となる。
【００３２】
　本発明の更に別の好適な一実施形態によれば、プリセット装置は圧縮ばねの初期ばね荷
重を予設定するための調整機構を備えている。この構成は、特許文献１及び２に記載され
ているものと同様である。本発明による定荷重支持装置においては、カム部材のカム側面
のカム曲線に合わせて圧縮ばねの初期ばね荷重を製作工場でプリセットし、プリセットし
た初期ばね荷重が不本意に変更されないように出荷時にプリセット装置が封印又はブロッ
クされる。
【００３３】
　特許文献１及び２に詳述されているのと同様に、この場合、圧縮ばねは取付部に対して
は取付側ばね受けにより、また荷重支持部に対しては負荷側ばね受けにより支承して配置
することができ、取付側ばね受けと負荷側ばね受けは圧縮ばねのばね軸心に沿った方向に
変位可能且つ固定可能とすることができる。圧縮ばねの支承の信頼性を高めるために、こ
れらのばね受けは受け皿状のものとすることができ、受け皿の凹面側に圧縮ばねの端面を
当接状態で支承させて、ネジ装置によって受け皿ごと圧縮ばねのばね軸心方向へ変位させ
て調整するように構成するとよい。特に、取付側ばね受けは抗張壁として構成されたハウ
ジング側壁の一部で構成してもよく、この側壁の一部をネジ装置で圧縮ばねのばね軸心方
向へ変位させて調整及び固定するように構成することが好ましい。
【００３４】
　本発明を図示の実施形態に基づいて更に詳述すれば以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施形態による定荷重支持装置のハウジングカバーを部分的に外した
状態を示す斜視図である。
【図２】片側の手前のカムレバーを省略した図１による定荷重支持装置を示す斜視図であ
る。
【図３ａ】初期状態で中間的な支持力を有する定荷重支持装置を右側の圧縮ばねを省略し
て示す正面図である。
【図３ｂ】図３ａと同様の、但し最大の支持荷重を有する定荷重支持装置を示す正面図で
ある
【図３ｃ】図３ａと同様の、但し最小の支持力を有する定荷重支持装置を示す正面図であ
る。
【図４】定荷重支持装置の緩衝ばね機構を示す正面図である。
【図５】緩衝ばね機構の二枚構成のカム部材を示す斜視図である。
【図６】図５のカム部材を下面から示す底面図である。
【図７ａ】図３ａの定荷重支持装置を荷重支持部が上昇位置にある状態で示す正面図であ
る。
【図７ｂ】図７ａの定荷重支持装置を荷重支持部が中間位置にある状態で示す正面図であ
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る。
【図７ｃ】図７ａの定荷重支持装置を荷重支持部が下降位置にある状態で示す正面図であ
る。
【図８】ハウジングの前面カバーと輸送用ロック機構を装着した状態の定荷重支持装置を
示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図１～図８本発明の一実施形態による定荷重支持装置１とその構成部分を様々な視点で
で示しており、図示の実施形態では、定荷重支持装置は変位荷重負荷（図示せず）を懸吊
支持するコンスタントハンガーとして構成されている。
【００３７】
　変位荷重負荷、特に配管類（図示せず）のための定荷重支持装置１は、図示しない支持
基礎構造体に対する取付部２と、荷重支持部３と、取付部２と荷重支持部３との間に配置
されて取付部２に対する荷重支持体３の荷重担持変位行程ｔｗに亘り一定に維持された支
持力Ｔを生じるばね機構４とを備えている。ばね機構４は荷重を吸収する緩衝ばね機構５
と、荷重担持変位行程ｔｗに亘って緩衝ばね機構５のばね荷重の変化を補償する補償機構
６と、緩衝ばね機構５の初期ばね荷重Ｖを予設定するためのプリセット装置７とを備えて
いる。この定荷重支持装置１はコンスタントハンガーとして構成されているので、取付部
２は設置状態で頂部に位置するように、荷重支持部３は設置状態で下方へ延在するように
構成されている。図中に付記されている力のベクトルやモーメントを示す矢印はいずれも
定性的なものであり、実際の大きさを示すものではない。
【００３８】
　取付部２は四周を囲む側壁９からなるハウジング８を備え、４つの側壁のうちの前部側
壁は内部構造を明確に図示するために図１、図２、図３ａ～図３ｃ、及び図７ａ～図７ｃ
では敢えて省略し、同様に蓋状の頂部側壁も図１、図２、図７ａ及び図７ｂでは省略して
ある。大きいほうの前部と後部の側壁９は上部連結吊り金具１０で結合されており、この
連結吊り金具１０には、図示しない支持基礎構造体と連結して定荷重支持装置を懸吊する
ための取付穴１１が設けられている。ハウジング８は前記ばね機構４及び荷重支持部３を
四周と頂部で外側から囲み、荷重支持部３は、ハウジングに固定された開口枠１２を通し
て荷重担持変位行程ｔｗに亘り負荷荷重Ｌｋの変位方向ｖへハウジング８から出て行くよ
うに下降可能であり、また再び前記変位方向ｖとは逆方向へ支持力Ｔの向きにハウジング
内へと上昇可能である。
【００３９】
　本発明によれば、予設定された初期バネ荷重Ｖの変化によって荷重担持変位行程ｔｗに
割って生じる支持力Ｔの偏りを補正するための補正機構１３が設けられている。この場合
、以下に詳述するように補正機構１３は緩衝ばね機構５のばね荷重を予設定する機能も兼
備している。補正機構１３はプリセット装置７の一部と連結されており、例えば製作工場
で予設定された初期ばね荷重の設定値に変化が現れたときに同時に補正機構１３による補
正が自動的且つ一段階操作で実行できるようになっている。
【００４０】
　緩衝ばね機構５は装置の設置姿勢で水平に配列された二つの圧縮ばね１４を備え、各圧
縮ばねの一端部はハウジング８に支承された力点側端部、他端部は補償機構６側で負荷点
１５に支承された負荷側端部となっている。補償機構６は、各圧縮ばね１４ごとに二枚一
組のカムレバー１６を備えており、各組の二枚のカムレバー１６は、ハウジング８の取付
部上で互いに支持力Ｔと直交する方向に間隔を開けた並列配置で整列され、圧縮ばねのば
ね軸心と直角な揺動軸心ｓを中心として揺動可能に共通のスイベル軸受１７によって取付
部に支持されている。揺動軸心ｓはハウジング８の前部側壁及び後部側壁９に対して直交
している。ブッシュ２２がスイベル軸受１７に嵌挿され、両カムレバー１６同士の間隔並
びにハウジング後部側壁との間隔を保っている。
【００４１】
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　圧縮ばね１４は、それに割り当てられたカムレバー１６上の負荷点１５に対して揺動軸
心ｓから間隔をあけた位置で作用しており、この間隔に亘ってカムレバー１６には圧縮ば
ね側に作用する力のモーメントの腕Ｋが形成される。各組の二枚のカムレバー１６はそれ
ぞれ互いに整列したカム側面１８を有し、このカム側面は荷重担持変位行程ｔｗに亘って
初期ばね荷重の変化を補償するための特定の曲面カム形状を備えている。荷重支持部３は
各カムレバーごとに対応する複数の荷重ローラ１９を備えており、各荷重ローラは、圧縮
ばねのばね軸心ｆ並びに支持力の作用方向ｔに対して共に直交する向きの共通の回転軸心
ｄ周りに回転自在に装着されている。これにより、荷重支持部３は荷重ローラ１９によっ
て各カムレバーのカム側面１８上に転動自在に支承されている。各荷重ローラ１９は、そ
れぞれに割り当てられたカム側面１８上において転動接触点２４で接触支持されており、
この場合、各転動接触点２４は、カム側面１８上のどの位置でも揺動軸心ｓから同一距離
にある。これにより、カムレバー１６には転動接触点２４と揺動軸心ｓとの間隔に亘って
荷重支持部側に作用する力のモーメントの腕Ｌが形成され、これは、図７ａ～図７ｃに示
すように、荷重ローラ１９がカム側面１８上を転動するに伴って長さと方向が変化するベ
クトルである。図１で手前側に示されているカムレバー１６から判るように、カム側面１
８は、その非直線的で一様な曲面カム形状の全域を常に支持力の方向ｔへ向けている必要
があり、それにより吊持した負荷に対する支持力方向ｔの支持力Ｔを生じることが可能で
ある。装置が実際に使用されている状態における支持力Ｔは負荷荷重Ｌｋと等価であると
考えられるので、荷重支持部３は、製作工場において出荷前に緩衝ばね機構５を特定の初
期ばね荷重に一旦設定したら封止してブロック状態とされる。
【００４２】
　各図で右側に示されてる圧縮ばね１４に割り当てられているカムレバー１６は、それぞ
れ横方向へ延在して二枚の荷重支持板２０に達しており、これら荷重支持板２０は荷重ロ
ーラ１９の回転軸ｄに取り付けられていると共に、互いに平行な配列で下方へ延在して荷
重支持部に固定された開口枠１２内を通過し、最終的に下端部で図示しない負荷を結合す
るための荷重支持エレメント２１に結合されている。各図で左側に示されている圧縮ばね
１４に割り当てられているカムレバー１６は、これら二枚の荷重支持板２０同士の間隔ギ
ャップ中を通るように配置されている。図１、２、３ａ、及び７ａ～７ｃに示す初期状態
において、両圧縮ばね１４は共通の水平なばね軸心ｆ上に位置している。従って、この定
荷重支持装置１は、ハウジング８の後部側壁９に対して直交する鏡面対称面並びに支持力
方向に延在して圧縮ばねのばね軸心と平行な平面に対して直交する鏡面対称面に関して、
それぞれ鏡面対称の力学的構造と部品配置を備えている。
【００４３】
　補正機構１３はハウジング８の内部に位置している。この場合、本発明による補正機構
の一部として設けられているのはスロット２６の形態の案内機構２５であり、これは両側
のカムレバー１６に組み込まれている。いずれの側でも圧縮ばね１４の負荷点１５がスロ
ット２６内で案内行程ｆｗの範囲内でスライド形式に案内され、案内行程ｆｗは、負荷点
１５がスロット長手方向ｌで両端の停止端に達することにより範囲が制限されている。図
中に示す案内行程ｆｗは、スロット２６の長手方向ｌにおける負荷点１５の幾何学的中央
位置の移動範囲に相当する。スロット２６は、その長手方向ｌがばね軸心ｆの方向成分を
もつように支持力の方向ｔに対して傾斜配置されている。この場合、いずれの側でも負荷
点１５と揺動軸心ｓとの間にモーメントの腕Ｋが形成され、これは案内行程ｆｗに亘って
負荷点１５が案内機構２５のスロット２６内で位置を変えると変化する。初期ばね荷重が
変化すると荷重担持変位行程ｔｗに亘る支持力Ｔのプロフィルが所要の一定荷重プロフィ
ルから偏るが、この偏りは、図３ａ～３ｃに示すように各圧縮ばねに割り当てられたカム
レバー１６において圧縮ばね側に作用する力のモーメントの腕Ｋをその長さと方向に関し
て変化させることにより補正される。一例として、この補正は特に相互に摺動又は転動す
る可動部分間の摩擦損失の変化を含めて調整する場合にも利用可能である。
【００４４】
　図２においては、圧縮ばね１４の負荷点１５のスロット２６内における配置を示すため
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に図中で左側の手前のカムレバー１６を省略して二点鎖線で示してある。この場合、各圧
縮ばね１４の負荷側端部は板状の負荷側ばね受け２７によって支承され、このばね受けが
第１横断部材２８上に枢動可能に支承されている。第１横断部材２８の両端部はそれぞれ
ガイド端２９として構成され、これら両端のガイド端が二枚一組のカムレバーの案内スロ
ット２６内にスライド可能に装着されている。ガイド端２９は両側から平らに削られてお
り、円柱状の第１横断部材の両端部で肩部３０を介して先端部側に平行な二つのガイド側
面３１を形成している。従って、ガイド端２９の両ガイド側面３１はスロット２６の内側
面によって相対回転不能且つスライド可能に案内される。このガイド端においてばね荷重
が補償機構６のカムレバー１６に伝達されるので、第１横断部材２８の両ガイド端２９は
割り当てられた圧縮ばね１４の負荷点１５を形成する。
【００４５】
　ガイド端２９の端面に設けられているのはＶノッチ溝形式の指標３２であり、この指標
は両ガイド側面３１又はスロット２６の長手方向ｌと直交する方向に延在している。スロ
ット２６の片側に沿って設けられているのは、スロット２６内におけるガイド端２９の案
内行程ｆｗ上の位置を示す荷重目盛３３であり、この場合、荷重目盛３３はキロニュート
ン（ｋＮ）とポンド（ｌｂ）で目盛られている。第１横断部材２８は、図５及び図６によ
り後述するリテーナー部材３４によりスロット２６内で或る特定の補正位置に保持され、
また案内行程ｆｗの範囲内で変位される。
【００４６】
　次に、図３ａ～図３ｃに基づいて補正機構１３の基本理念を説明する。尚、これらの図
では、右側の圧縮ばねの図示を省略してある。また、この省略した右側の圧縮ばねの負荷
点１５が初期ばね荷重の変化に起因して移動したことを想定して、左側に図示する圧縮ば
ね１４の負荷点１５は初期状態のまま位置を変えていないものとして示してある。これは
実際の現場での状況に整合するものと考えられ、その理由は、狙いとするところは左右対
称的な力の配分を常に維持することにあり、両側の圧縮ばねには均等な初期ばね荷重が設
定されているはずだからである。両側のカムレバー１６は、それ自体で図３ａ～３ｃの不
動位置を維持し、これは、各カムレバーにおける揺動軸心ｓと転動接触点２４間の拒離、
従って荷重支持部側に作用するモーメントの腕Ｌが全てのカムレバー１６で均等且つ不変
であることを意味する。
【００４７】
　図３ａにおいては両側の圧縮ばね１４の負荷点１５は初期状態の位置にあるが、図３ｂ
では右側の圧縮ばね１４の負荷点１５が案内行程ｆｗ上でスロット２６の下方停止端へ下
降しており、また図３ｃでは逆に案内行程ｆｗ上でスロット２６の上方停止端へ上昇して
いる。右側の負荷点１５が下降移動すると負荷点１５と取付部側ばね受け３６との間隔が
短くなり、そこに装着されている図示を省略した右側の圧縮ばねがそれに応じて圧縮され
てばね荷重が増加する。これと同時にモーメントの腕Ｋが長くなると共にその向きが変化
する。同様に、右側の負荷点１５が上昇移動すると負荷点１５と取付部側ばね受け３６と
の間隔が大きくなり、その結果、圧縮ばねが相応に弛緩してモーメントの腕Ｋが短くなる
と共に方向が変化する。従って、圧縮ばねのばね荷重は負荷点１５をスロット２６内で変
位させることにより設定可能である。また、負荷点１５の上昇又は下降移動によりばね軸
心ｆの向きも同時に変化し、これは初期状態ではほぼ水平であるが、負荷点の変位に応じ
て上向き又は下向きに傾斜することになる。従って、負荷点１５を上昇変位させることは
圧縮ばねを弛緩させることと等価であり、支持力方向ｔと直交する方向の力の方向成分に
対する支持力方向ｔの力の方向成分の比が増加する。これは、圧縮ばねの初期ばね荷重が
不足してばね力が弱くなっている場合の対応処置に相当する。同様に、負荷点１５を下降
変位させることは圧縮ばねを更に圧縮させることと等価であり、支持力方向ｔと直交する
方向の力の方向成分に対する支持力方向ｔの力の方向成分の比が減少する。これは、圧縮
ばねの初期ばね荷重が過剰でばね力が強くなっている場合の対応処置に相当する。このよ
うに、いずれの場合も圧縮ばね側に作用する力のモーメントの腕Ｋの長さと向きが変化す
るのに対して、荷重支持体側に作用する力のモーメントの腕Ｌの長さと向きは荷重支持体
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が図３ａ～図３ｃの状態で変位しない限り変わらない。従って、初期ばね荷重Ｖの変化に
起因して荷重担持変位行程ｔｗに亘って生じる支持力Ｔの偏り、即ち荷重支持動作挙動の
偏りは、カムレバー１６に対して圧縮ばね側に作用する力のモーメントの腕Ｋの長さと向
きを補正することにより実質的に無くすことができる。
【００４８】
　支持力の垂直成分Ｔｓと水平成分Ｔｈは転動接触点２４に向きと大きさが比較できるよ
うにベクトル表示してある。同様に初期ばね荷重Ｖもベクトル表示してあるが、これはス
ロット２６内での負荷点１５の変位に応じて変化する。この場合、垂直成分Ｔｓは初期ば
ね荷重Ｖの変化に比例して変化し、ばね荷重Ｖの向きも変化する。その結果、圧縮ばね１
４は初期状態の水平位置から傾斜した向きとなる。主要な力の対称性と二枚一組のカムレ
バーを左右一対で使用していることから、四つの荷重ローラ１９の個々に作用する垂直成
分Ｔｓの大きさは、可動部分の摩擦の変化など、他の要因を無視すれば、支持力Ｔの１／
４である。
【００４９】
　支持力の垂直成分Ｔｓと水平成分Ｔｈの比を変化させる決定的な要素は、特にスロット
２６の長手軸心ｌの傾斜である。この傾斜は図３ａ～３ｃ及び図４に示されており、この
うちの図４は、より明確となるように、ばね機構４と荷重ローラ１９を単純に正面から示
している。以下、この傾斜をモーメントの腕Ｋとスロット２６の長手軸心ｌとの間に形成
される補正角μで表す。本実施形態で採用した幾何学的寸法で案内機構６が直線ガイドで
ある場合、最適な補正角μは概ね３０°である。勿論、別の形態では最適補正角は別の値
となる。
【００５０】
　プリセット装置７は、初期ばね荷重をセットするための調整機構３５を備えている。こ
れは原理的には特許文献１及び２に記載されているものと同様であるが、調整機構３５は
本発明による補正機構１３の存在により更に単純簡素な構成となっている。即ち、両側の
圧縮ばね１４は取付部側端部でばね受け３６により支承されており、この取付側ばね受け
３６は、その固定位置をばね軸心ｆの方向へ位置調整可能である。この場合、抗張壁３７
として構成されたハウジング８の側壁９にばね受け３６を取り付けて圧縮ばね１４の取付
側端部を支承させ、この抗張壁３７を他の前後側壁９等に対してばね軸心ｆ方向へ相対変
位可能とし、且つ所要の調整位置で固定できるようにしておけばよい。各圧縮ばね１４に
対し、調整機構３５は矩形断面形状を有する二本ずつの横向き支柱３８を備えており、こ
れら横向き支柱はばね軸心ｓと直交する方向に延在して前後側壁９の対向面間に固定され
ている。各抗張壁３７から各下部の横向き支柱３８に対して橋渡し状に二本のテンション
ネジ３９が貫通しており、横向き支柱におけるテンションネジ３９の貫通部４０には雌ね
じが切られ、テンションネジ３９と螺合している。従ってテンションネジ３９を回動操作
すれば抗張壁３７が変位し、それによって圧縮ばね１４のばね荷重を調整することができ
る。テンションネジ３９には横向き支柱３８に当接するようにロックナット４１が嵌めら
れており、これにより所要の初期ばね荷重設定位置に固定できるようになっている。この
抗張壁３７の変位による初期ばね荷重の設定方式は全ての図示の例で共通する。本実施形
態においては、圧縮ばね１４のばね荷重を調整機構３５によって製作工場又は設置現場で
設定した後にその適正設定状態にロックして封止するようにしている。この場合、負荷点
１５は初期位置、即ちスロット２６の中間点に保持される。定荷重支持装置１の使用現場
が決定されると、実際に担持すべき負荷に対して補正機構１３による適合化を実施するこ
とが可能である。
【００５１】
　リテーナー部材３４を更に詳述すれば、図５と図６は、それそれ二枚一組の平行カムレ
バー１６と、第１横断部材２８と、ブッシュ２３を装着したスイベル軸受１７とカムレバ
ーの間に配置されたリテーナー部材３４との関連構造を示す斜視図と底面図である。この
場合、図５においては手前側のカムレバー１６は図を見やすくするために二点鎖線で省略
されている。
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【００５２】
　第１横断部材２８を支持するために矩形ブロック状の第２横断部材４２が第１横断部材
２８と平行に設けられている。第２横断部材４２は第１横断部材に対してスロット２６の
長手方向に間隔を空けて平行配置されており、第２横断部材４２は二枚のカムレバー１６
の間でその両端が各カムレバーの矩形孔から若干突き出るように相対回転不能に比較的ル
ーズな差し込み嵌合で嵌め込まれている。第１横断部材２８は、その両端の平たいガイド
端２９を除いて円柱状である。これらのガイド端２９はスロット２６内に相対スライド可
能に差し込み嵌合で嵌め込まれている。このように、第１横断部材２８と第２横断部材４
２を二枚のカムレバー１６に差し込み嵌合で結合しているので、これらの組立と分解は比
較的容易である。
【００５３】
　第１横断部材２８は、その胴部に送りネジ形式で螺合貫通するスピンドル４３を介して
第２横断部材４２に連結され、このスピンドル４３を回動操作することによりスロット２
６の案内機能で直線的に変位可能である。この場合、第１横断部材２８は胴部に雌ねじの
切られた第１貫通孔４４（詳細には図示せず）を有し、この第１貫通孔に雄ねじ形態のス
ピンドル４３が螺合して貫通している。従って、両端のガイド端がスロット２６に非回転
的にスライド嵌合している第１横断部材２８は、スピンドル４３を回動操作することによ
りスロット２６の長手方向へ変位可能である。第２横断部材４２は第２貫通孔４５を備え
ており、この第２貫通孔４５内をスピンドル４３が回転自在に貫通している。
【００５４】
　スピンドル４３を介して第１横断部材２８が第２横断ブロック４２に支持され、第１横
断ブロック２８にはスピンドル４３とカムレバー１６との間の胴部に圧縮ばね１４の負荷
側端部が支承され、スピンドル４３はスクリューナット４６及びロックナット４１により
第２横断部材４２に当接支承されている。
【００５５】
　例えば図１と図５及び図６に示すように、第２横断部材４２は第１横断部材２８の下方
に位置している。スピンドル４３の操作端４７は第２横断部材４２を貫通して露呈してお
り、この操作端４７の端面には下方から工具で操作できるねじ頭部４８が設けられている
。従って、ばね機構４のばね荷重は、実際には極めて通常のことであるがハウジング８の
下部カバーを開放してねじ頭部４８を工具で操作し、スピンドル４３を回動操作すること
により容易に調整することが可能である。
【００５６】
　安全のため、スライド部分、即ちガイド端２９はスロット２６内を移動し、この場合、
ガイド端はハウジング８の前部側壁９から僅かに突き出るだけで、スロット２６はハウジ
ング内部に収容することができる。
【００５７】
　図６において、スイベル軸受１７の部分的な断面図部分から判るように、複数のブッシ
ュ２３がスイベル軸受１７のシャフトに嵌挿されており、これらブッシュが各カムレバー
相互の間隔とハウジング８空の間隔を分けている。回転軸心ｄは荷重ローラ軸４９として
構成され、この荷重ローラ軸の外周に全四つの荷重ローラ１９が嵌められ、これら荷重ロ
ーラがブッシュ２３及び二枚の荷重支持板２０によりハウジング側壁９及び相互間で分離
されている。また、荷重ローラ軸４９の両端部はそれぞれハウジング８の前後の側壁９に
設けられた縦向きのガイドスリット２２内に位置し、図８にはハウジング８の前部側壁９
におけるガイドスリット２２が示されている。
【００５８】
　図７ａ～図７ｃは、荷重担持変位行程ｔｗに亘る荷重支持部３の変位を未通の代表的な
状態について示している。図７ａでは荷重支持部３が上昇支持位置にあり、この状態で荷
重支持部３はハウジング８内に最も引き上げられている。荷重支持部３が中間的高さの中
間支持位置にある状態は図７ｂに示されており、また図７ｃに示す下降支持位置では荷重
支持部３がハウジング８から下向きに最も引き出されている。
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【００５９】
　ハウジング８に対するカムレバー１６の枢着により圧縮ばね１４は僅かな範囲で傾動す
る。この場合、定荷重支持装置１の幾何学的寸法形状は、中間支持位置において圧縮ばね
１４が荷重支持部の変位方向ｖとほぼ直交する向きとなるように定められる。また、補正
機構１３でセットされるばね荷重は一定に維持される。
【００６０】
　カムレバー１６を介して、この場合、支持力方向の垂直成分Ｔｓと、それに直交してば
ね軸心ｆ方向の水平成分Ｔｈとを含む支持力Ｔが、荷重担持変位行程ｔｗに亘る荷重支持
部３の移動位置の全てにおいて荷重ローラ１９に作用する。この場合、左右対称構造、特
に圧縮ばね１４の左右対称配置のおかげで、荷重支持部３の荷重支持エレメント２１に結
合された負荷（図示せず）の存在で両側の水平成分Ｔｈは互いに打ち消され、定荷重支持
装置１の各可動部分は確実に一体保持される。各カム側面１８のカム形状は、垂直成分Ｔ
ｓが下降支持位置から上昇支持位置へと連続的に且つ非直線的に変化するように定められ
、これは、圧縮ばねが圧縮及び弛緩されたときに、上述のカムレバー１６の枢動で圧縮ば
ね１４が傾動することによる圧縮ばね１４のばね荷重及び向きの変化が完全に補償され、
且つ一定の支持力Ｔが荷重担持変位行程ｔｗに亘って負荷に作用するように計算によって
求められる。定量的に言えば、支持力Ｔは大略で全ての荷重ローラ１９に作用する垂直成
分Ｔｓの和に相当する。この場合、それぞれ割り当てられた荷重ローラ１９に作用する四
つのカムレバー１６が設けられているので、支持力Ｔは垂直成分Ｔｓの四倍である。図７
ａ～図７ｃにおけるモーメントの腕Ｋ及びＬは更にこれらの力の関係の変化を示している
。この場合、圧縮ばね側のモーメントの腕Ｋとばね荷重Ｖは補正機構１３による変更を受
けないので不変である。荷重支持部側のモーメントの腕Ｌは荷重支持部３が下降するに従
って長くなり、向きも下向きとなる。この点に関しては特許文献２を引用する。
【００６１】
　図８は、図１と同様に定荷重支持装置１を斜視図で示しているが、この場合、省略した
ハウジング８の前部側壁９を書き足してある。図８において、前部側壁９には、内部のス
ロット２６と目盛３３を外側から視認できるように、対応する高さ位置でハウジング窓５
０が設けられている。
【００６２】
　上述のように、緩衝ばね機構５が定荷重支持装置１の動作状態にセットされると、ばね
機構４のばね力が負荷に作用する。無負荷状態、即ち、定荷重支持装置の輸送中又は保管
中は、荷重支持部３は配管類を支持すべき支持力Ｔで支持力方向ｔへ向かってハウジング
８に対して付勢されている状態にある。従って、図８に示すように輸送用ロック機構５１
を取り付け、定荷重支持装置１が無負荷状態にあるときの荷重支持部３をブロックする。
輸送用ロック機構５１は、ガイドスリット２２から突き出ている回転軸心ｄ又は荷重ロー
ラ軸４９の先端部に固定可能な歯付きプレート５２を備えており、この歯付きプレート５
２は、ハウジング８にブロック用レールとして固定された二列の歯付きレール５３の間に
位置して該歯付きレールと係合し、これにより荷重支持部３が荷重担持変位行程ｔｗに亘
って変位するのをブロックする。歯付きプレート５２は設置現場で負荷を荷重支持エレメ
ント２１に装着するときには取り外すことができる。
【００６３】
　ガイドスリット２２の側部に隣接して荷重担持変位行程ｔｗを示す変位目盛５４が設け
られており、この変位目盛の単位はｃｍとｍｍ、並びにインチである。
【００６４】
　荷重ローラ軸４９とスイベル軸受１７の各端面はハウジング８の前後の側壁９を貫通し
ており、この貫通部でクリップワッシャー５５によって止着されていることにより軸方向
変位、即ち抜け落ちが防止されている。ハウジング８の各側壁９、連結吊り金具１０、並
びに取付孔１１は、ここでは詳細には示していないが、互いにボルトで強固に固定され、
これに対してハウジング８の内部の補償機構６や補正機構１３に関連する部材並びに荷重
ローラ１９及び荷重支持板２０等は比較的ルーズに結合されており、それにより定荷重支
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持装置の組立と分解が容易となっている。
【符号の説明】
【００６５】
　１：定荷重支持装置
　２：取付部
　３：荷重支持部
　４：ばね機構
　５：緩衝ばね機構
　６：補償機構
　７：プリセット装置
　８：ハウジング
　９：ハウジング側壁
１０：連結吊り金具
１１：取付孔
１２：開口枠
１３：補正機構
１４：圧縮ばね
１５：負荷点
１６：カムレバー
１７：スイベル軸受
１８：カム側面
１９：荷重ローラ
２０：荷重支持板
２１：荷重支持エレメント
２２：ガイドスリット
２３：ブッシュ
２４：転動接触点
２５：案内機構
２６：スロット
２７：負荷側ばね受け
２８：第１横断部材
２９：ガイド端
３０：肩部
３１：ガイド側面
３２：指標
３３：荷重目盛
３４：リテーナー部材
３５：調整機構
３６：取付側ばね受け
３７：テンションウォール
３８：横向き支柱
３９：テンションネジ
４０：貫通孔
４１：ロックナット
４２：第２横断部材
４３：スピンドル
４４：第１貫通孔
４５：第２貫通孔
４６：スクリューナット
４７：調整操作端
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４８：ねじ頭部
４９：荷重ローラ軸
５０：ハウジング窓
５１：輸送用ロック機構
５２：歯付きプレート
５３：歯付きレール
５４：変位目盛
５５：クリップワッシャー
　ｄ：回転軸心
　ｆ：ばね軸心
ｆｗ：案内行程
　Ｋ：圧縮ばね側に作用するモーメントの腕
　ｌ：補正機構の長手軸
Ｌｋ：負荷荷重
　Ｌ：荷重支持部側に作用するモーメントの腕
　ｓ：スイベル軸受の揺動軸心
　ｔ：支持力の方向
　Ｔ：支持力
Ｔｓ：支持力の垂直成分
Ｔｈ：支持力の水平成分
ｔｗ：荷重担持変位行程
　ｖ：変位方向
　Ｖ：初期ばね荷重
　μ：補正角

【図１】 【図２】
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【図８】
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